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○
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す

１

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
は
、
次
の
算
式
に
よ
る

う
。
）
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
は
、
次
の
算
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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こ
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い
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及
び
Ｔ
の
意
義
は
、
そ
れ

一

こ
の
算
式
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お
い
て

及
び
Ｎ
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
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AE,ejL

AE,nkL
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dB(A)

ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
す
る
。

当
該
飛
行
場
に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
航
空
機
に
よ
り

一
日
の
間
の
航
空
機
の
離
陸
又
は
着
陸
に
伴
う
騒
音
の
そ
れ
ぞ
れ

AE,diL

dB(A)

一
日
の
間
に
単
発
的
に
発
生
す
る
騒
音
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

の
最
大
値
を
パ
ワ
ー
平
均
し
て
得
た
値

単
発
騒
音
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
午
前
七
時
を
過
ぎ
午
後
七
時
に
至

Ｎ

一
日
の
間
の
航
空
機
の
離
陸
又
は
着
陸
に
伴
う
騒
音
の
う
ち
、
午

る
ま
で
の
間
に
お
け
る
ｉ
番
目
の
も
の
の
単
発
騒
音
暴
露
レ
ベ
ル
（

前
零
時
を
過
ぎ
午
前
七
時
に
至
る
ま
で
の
間
に
発
生
す
る
も
の
の
回

工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条

数
を

、
午
前
七
時
を
過
ぎ
午
後
七
時
に
至
る
ま
で
の
間
に
発
生
す

１Ｎ

第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
七
三
一
で
定
め
る
算
式
に

る
も
の
の
回
数
を

、
午
後
七
時
を
過
ぎ
午
後
十
時
に
至
る
ま
で
の

２Ｎ

よ
り
得
た
単
発
騒
音
暴
露
レ
ベ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

間
に
発
生
す
る
も
の
の
回
数
を

、
午
後
十
時
を
過
ぎ
午
後
十
二
時

３Ｎ

同
じ
。
）

に
至
る
ま
で
の
間
に
発
生
す
る
も
の
の
回
数
を

と
し
た
場
合
に
お

４Ｎ

単
発
騒
音
の
う
ち
午
後
七
時
を
過
ぎ
午
後
十
時
に
至
る
ま
で
の
間

け
る
次
の
算
式
に
よ
り
得
た
値

AE,ejL
に
お
け
る
ｊ
番
目
の
も
の
の
単
発
騒
音
暴
露
レ
ベ
ル
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4

単
発
騒
音
の
う
ち
午
前
零
時
を
過
ぎ
午
前
七
時
に
至
る
ま
で
及
び

AE,nkL
午
後
十
時
を
過
ぎ
午
後
十
二
時
に
至
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
ｋ
番
目

の
も
の
の
単
発
騒
音
暴
露
レ
ベ
ル

規
準
化
時
間
（
秒
）
と
し
、
一
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一
日
の
時
間
（
秒
）
と
し
、
八
六
、
四
〇
〇

Ｔ
二

前
号
に
規
定
す
る

、

及
び

の
値
は
、
当
該
飛
行
場
に
お
い
て

二

前
号
の
値
は
、
当
該
飛
行
場
を
使
用
す
る
航
空
機
の
型
式
、
飛
行
回

AE,diL

AE,ejL

AE,nkL

離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
航
空
機
の
型
式
、
飛
行
回
数
、
飛
行
経
路
、

数
、
飛
行
経
路
、
飛
行
時
刻
等
に
関
し
、
年
間
を
通
じ
て
の
標
準
的
な

飛
行
時
刻
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、
年
間
を
通
じ
て
の
標
準
的
な
条
件

条
件
を
設
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

を
設
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
値
は
、
第
一
種
区
域
に
あ
つ
て
は
六

２

令
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
値
は
、
第
一
種
区
域
に
あ
つ
て
は
七

十
二
デ
シ
ベ
ル
、
第
二
種
区
域
に
あ
つ
て
は
七
十
三
デ
シ
ベ
ル
、
第
三
種
区
域

十
五
、
第
二
種
区
域
に
あ
つ
て
は
九
十
、
第
三
種
区
域
に
あ
つ
て
は
九
十
五
と

に
あ
つ
て
は
七
十
六
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

す
る
。


